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相続センター業務内容
　○相続の手続きに関するご相談
　○相続人調査 ・相続関係説明図の作成
　○預貯金や株式、 不動産などの相続手続き
　○生前の遺言作成サポート
　○相続税対策のご相談、 サポート
　○ライフプラン ・ エンディングノートの作成及びサポート　など

【営業時間】 平日　8:30 ～ 17:30　秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。
※遠方やお身体の不自由な方のために出張相談も承ります。

相続事務 ・遺言の御相談及びサポートの受付窓口

株式会社州都相続センター

フリーダイヤル　０１２０－３８８－８２２
〒841-0036　佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18番地 6　ＨスクエアＢＬＤ　

私たち州都相続センターは、 各種専門家と協力し、 皆様をサポートいたします。
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　路上（違法）駐車は、緊急車両の活動の障害になるだけでなく、歩行者や他車の通行を妨げるなど

交通事故の要因となります。特に、住宅街等では、駐車車両の陰により歩行者や自転車に気付くことが

遅れることでの交通事故の危険性が高まります。

　駐車禁止区域はもちろん、駐車禁止規制対象外の道路であっても、路上（違法）駐車はやめて、安全

で快適な街づくりにご協力をお願いします。　　　　   問合せ先  建設課  整備・管理係  ☎９２－７９６３

困っています、その駐車。

路上駐車はやめましょう
駐停車禁止 駐車禁止

■ 道路交通法上の「 駐停車禁止場所（一部抜粋）」

■ 道路交通法上の「 駐車方法（一部抜粋）」

１．交差点およびその側端から５m以内の部分

■ 道路交通法上の「 駐車禁止場所（一部抜粋）」

１．車庫、修理工場等の自動
　 車用出入口から３ｍ以内
　 の部分

２．所定の方法（道路の左側端
　 に沿い、かつ、他の交通の妨　 
　 害とならないよう）によって 
     駐車した場合、その車両の 
     右側の道路上に 3.5 ｍ未満 
     の余地がなくなる場合

３．道路のまがり角から５ｍ以内の部分 ４．バス停の標示柱の位置から10 ｍ以内の部分

２．横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後５ｍ以内の部分

車両を駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、
他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

× 右側駐車 × 歩道への乗り上げ駐車
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互いの存在を早期に発見！

　秋から年末にかけて、夕暮れから日没までが急速に早まる時間帯は、児童・生徒の下校、勤務先から

の退社、買い物等による「車と人」の動きが重なり合うことや、視認性の低下などの要因により、

交通事故が増加する傾向があります。

　車（自転車）が早めにライト（前照灯）を点灯することで「車と人」がお互いの存在を早期に発見する

ことができ、交通事故防止につながります。午後５時になったら、明るくても車はライト点灯・歩行者は

反射板を身につけましょう！    　　　　　　　　　　 問合せ先  建設課  整備・管理係  ☎９２－７９６３

夕暮れ時は早めのライトと反射板を

佐賀県交通マナーネーミング  

やめよう！「佐賀のよかろうもん運転」
・   合図出さんでもよかろうもん
・   信号守らんでもよかろうもん

・   車間詰めてもよかろうもん
・   スマホ使ってもよかろうもん


